
令和 4年 3月 15日（火曜日）     江 東 区 公 報            （第 889号） 

 

 

 

1 

 

 
 

目  次 

 

◎条  例 

江東区議会委員会条例の一部を改正する条例 

(1) ………………………………………………… 2 

江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等 

に関する条例の一部を改正する条例(2) ……… 2 

 

◎規  則 

江東区保育所等における保育に関する規則 

の一部を改正する規則(5) ……………………… 3 

江東区道路占用規則の一部を改正する規則 

(6) ………………………………………………… 7 

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正 

する規則(7) ……………………………………… 7 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁 

償に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則(8)  ………………………………………… 11 

江東区こどもプラザ条例の施行期日を定め 

る規則(9)  ……………………………………… 11 

江東区子ども家庭支援センター条例の一部 

を改正する条例中第２条の表江東区有明子 

ども家庭支援センターの項の次に江東区住 

吉子ども家庭支援センターの項を加える改 

正規定及び第５条第１項の表江東区有明子 

ども家庭支援センターの項の次に江東区住 

吉子ども家庭支援センターの項を加える改 

正規定の施行期日を定める規則(10) ………… 11 

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正 

する規則(11) …………………………………… 11 

江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基 

金条例施行規則及び江東区国民健康保険出 

産費資金貸付基金条例施行規則の一部を改 

正する規則(12) ………………………………… 13 

 

◎告  示 

指定居宅介護支援事業所の廃止について 

(36) ……………………………………………… 17 

指定居宅介護支援事業所の指定について 

(37) ……………………………………………… 17 

特別区道路線の区域変更について(38) ……… 17 

保管自転車の処分について（令和４年１ 

月下期）(40) …………………………………… 20 

第１回区議会定例会の招集について(45) …… 20 

都市計画の案について(46) …………………… 20 

都市計画の案について(47) …………………… 21 

行旅死亡人の告示について(48) ……………… 21 

特別区人事及び厚生事務組合規約の変更 

について(50) …………………………………… 21 

保管自転車の処分について（令和４年２ 

月上期）(52) …………………………………… 21 

自動車臨時運行許可番号標の無効告示に 

ついて(54) ……………………………………… 21 

特定子ども・子育て支援施設等の確認に 

ついて(55) ……………………………………… 21 

特別区道路線の区域変更について(56) ……… 22 

特別区道路線の供用開始について(57) ……… 24 

区有通路の指定について(58) ………………… 26 

指定介護予防支援事業所を運営する事業者 

の廃止について(62) …………………………… 28 

指定介護予防支援事業所を運営する事業者 

の廃止について(63) …………………………… 28 

指定居宅介護支援事業所の指定について 

(64) ……………………………………………… 28 

指定居宅介護支援事業所の指定について 

(67) ……………………………………………… 28 

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相 

談支援事業所の指定について(68) …………… 28 

建築基準法第４２条第１項第４号の規定に 

基づく道路位置の指定について(70) ………… 29 

 

◎告  示（教） 

令和４年第２回江東区教育委員会定例会の 

招集(4)  ………………………………………… 29 

令和４年第１回江東区教育委員会臨時会の 

招集(5)  ………………………………………… 30 

令和４年第２回江東区教育委員会臨時会の 

招集(6)  ………………………………………… 30 

 

◎告  示（選） 

江東区選挙管理委員会委員長の就任(3)  …… 30 

選挙人名簿からの抹消(4)  …………………… 30 

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、 

３分の１の数及び６分の１の数(5)  ………… 30 

 

◎告  示（監） 

包括外部監査人補助者の解任通知(2)  ……… 31 

包括外部監査報告書の公表(3)  ……………… 31 

令和３年度第３回定期財務監査の結果につ 

いて(4)  ………………………………………… 31 

 

◎区 議 会 



（第 889 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 3 月 15日（火曜日） 

 

 

 

2 

区議会議決事項 ………………………………… 32 

（令和４年第１回定例会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条 例 

 

江東区議会委員会条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和４年２月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第 1 号 

   江東区議会委員会条例の一部を改正する条

例 

 江東区議会委員会条例（昭和３１年９月江東区

条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（委員会の開会方法の特例） 

第１２条の２ 委員長は、新型コロナウイルス感

染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国

から世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう。）のまん延防止の

観点から、委員会の招集場所への委員の参集が

困難と判断される実情がある場合には、映像と

音声の送受信により相手の状態を相互に認識し

ながら通話をすることができる方法（以下「オ

ンライン」という。）を活用して委員会を開会

することができる。 

２ 前項の場合において、オンラインにより委員

会に出席することを希望する委員は、あらかじ

め委員長の許可を得なければならない。 

３ 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、

次条、第１４条第１項及び第２８条第１項に規

定する出席委員とする。 

４ 前３項に規定するもののほか、オンラインを

活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、

議長が別に定める。 

第１７条に次のただし書を加える。 

ただし、第１２条の２第１項の規定によりオ

ンラインを活用して開会する委員会については、

この限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年２月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区条例第２号 

   江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等
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に関する条例の一部を改正する条例 

 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和３１年１１月江東区条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、江東区議会委員会条例（昭和３１年

９月江東区条例第７号）第１２条の２第１項の

規定によりオンラインを活用して開会する委員

会に、あらかじめ委員長の許可を得てオンライ

ンにより出席した場合は、旅費を支給しない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

 江東区保育所等における保育に関する規則の一

部を改正する規則を公布する。 

令和４年２月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第５号 

江東区保育所等における保育に関する規則

の一部を改正する規則 

江東区保育所等における保育に関する規則（平

成１０年３月江東区規則第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第５条関係） 

 



令和 4年 3月 15日（火曜日）     江 東 区 公 報            （第 889号） 

 

 

 

5 

 
 



（第 889 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 3 月 15日（火曜日） 

 

 

 

6 

 
附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 江東区道路占用規則の一部を改正する規則を公

布する。 

令和４年２月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第６号 

江東区道路占用規則の一部を改正する規則 

江東区道路占用規則（昭和５２年９月江東区規

則第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項中「連署のうえ」を「連名で」

に改める。 

 附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

令和４年２月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第７号 

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「、第１号様式」を「別記第１号様

式」に、「第２号様式」を「別記第２号様式」に

改める。 

 第４条中「または」を「又は」に、「第５号様

式」を「別記第５号様式」に改める。 

 第５条第１項の表 (1)の項中「第６号様式

（甲）」を「別記第６号様式（甲）」に改める。 

 第１号様式中「第１号様式」を「第１号様式

（第２条関係）」に、「特別区税の」を「、特別

区税の」に、「場合には必ず」を「場合は、必

ず」に、「呈示」を「提示」に、「または」を

「又は」に改め、同様式を別記第１号様式とする。 

 第２号様式中「第２号様式」を「第２号様式

（第２条関係）」に、「場合には」を「場合は」

に、「呈示」を「提示」に、「または」を「又

は」に改め、同様式を別記第２号様式とする。 

 別記第５号様式及び別記第６号様式（甲）を次

のように改める。 
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別記第５号様式（第４条関係） 
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別記第６号様式（甲）（第５条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

令和４年２月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第８号 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則（令和２年３月江東区規則第

４号）の一部を次のように改正する。 

第８条中第３号を削り、第２号を第３号とし、

第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 病気休暇（週３日以上又は年間１２１日以

上勤務する職員に係る休暇に限る。） 

第８条中第５号を第６号とし、第４号を第５号

とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 妊娠出産休暇 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

 江東区こどもプラザ条例の施行期日を定める規

則を公布する。 

令和４年２月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第９号 

江東区こどもプラザ条例の施行期日を定め

る規則 

江東区こどもプラザ条例（令和３年７月江東区

条例第１６号）の施行期日は、令和４年５月１日

とする。 

                    

 江東区子ども家庭支援センター条例の一部を改

正する条例中第２条の表江東区有明子ども家庭支

援センターの項の次に江東区住吉子ども家庭支援

センターの項を加える改正規定及び第５条第１項

の表江東区有明子ども家庭支援センターの項の次

に江東区住吉子ども家庭支援センターの項を加え

る改正規定の施行期日を定める規則を公布する。 

令和４年２月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第１０号 

江東区子ども家庭支援センター条例の一部

を改正する条例中第２条の表江東区有明子

ども家庭支援センターの項の次に江東区住

吉子ども家庭支援センターの項を加える改

正規定及び第５条第１項の表江東区有明子

ども家庭支援センターの項の次に江東区住

吉子ども家庭支援センターの項を加える改

正規定の施行期日を定める規則 

江東区子ども家庭支援センター条例の一部を改

正する条例（令和３年７月江東区条例第１７号）

中第２条の表江東区有明子ども家庭支援センター

の項の次に江東区住吉子ども家庭支援センターの

項を加える改正規定及び第５条第１項の表江東区

有明子ども家庭支援センターの項の次に江東区住

吉子ども家庭支援センターの項を加える改正規定

の施行期日は、令和４年５月１日とする。 

                    

 江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正する

規則を公布する。 

令和４年２月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第１１号 

江東区住民基本台帳事務規則の一部を改正

する規則 

江東区住民基本台帳事務規則（昭和６３年３月

江東区規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 別記第４号様式及び別記第５号様式を次のよう

に改める。 



（第 889 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 3 月 15日（火曜日） 

 

 

 

12 

別記第４号様式（第３条関係） 
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別記第５号様式（第３条関係） 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条

例施行規則及び江東区国民健康保険出産費資金貸

付基金条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

令和４年２月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第１２号 

江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基

金条例施行規則及び江東区国民健康保険出

産費資金貸付基金条例施行規則の一部を改

正する規則 

（江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条

例施行規則の一部改正） 

第１条 江東区国民健康保険高額療養費資金貸付

基金条例施行規則（昭和５２年９月江東区規則

第４４号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式を次のように改める。 
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第２号様式中「第２号様式」を「第２号様式

（第３条関係）」に改め、「平成」を削り、「、

または」を「又は」に改め、同様式を別記第２

号様式とする。 

第３号様式中「第３号様式」を「第３号様式

（第４条関係）」に改め、同様式を別記第３号

様式とする。 

第４号様式中「第４号様式」を「第４号様式

（第４条関係）」に改め、同様式を別記第４号

様式とする。 

第５号様式中「第５号様式」を「第５号様式

（第４条関係）」に改め、同様式を別記第５号

様式とする。 

第６号様式中「第６号様式」を「第６号様式

（第６条関係）」に改め、同様式を別記第６号

様式とする。 

第７号様式中「第７号様式」を「第７号様式

（第７条関係）」に改め、「印」を削り、同様

式を別記第７号様式とする。 

（江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施

行規則の一部改正） 

第２条 江東区国民健康保険出産費資金貸付基金

条例施行規則（平成１３年１０月江東区規則第

５４号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式を次のように改める。 
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第２号様式中「平成」を削り、同様式を別記

第２号様式とする。 

第３号様式を別記第３号様式とし、第４号様

式を別記第４号様式とし、第５号様式を別記第

５号様式とし、第６号様式を別記第６号様式と

する。 

第７号様式中「印」を削り、同様式を別記第

７号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金

条例施行規則及び江東区国民健康保険出産費資

金貸付基金条例施行規則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第３６号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和４年２月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０００９４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  フォービスライフ江東 

東京都江東区亀戸六丁目２５番１号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  日本フォームサービス株式会社 

東京都江東区亀戸四丁目３６番１４号 

代表取締役 齋藤 太誉 

４ 廃止年月日 

令和４年１月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第３７号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年２月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

         記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０００９４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

フォービスライフ江東 

東京都江東区亀戸六丁目２５番１号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

フォービスライフ株式会社 

   東京都江東区亀戸六丁目２５番１号 

    代表取締役 齋藤 太誉 

４ 指定年月日 

令和４年２月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第３８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条
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第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

なお、その関係図面は、令和４年２月９日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

  令和４年２月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整

理

番

号 

路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 深９７号 

江東区富岡一丁目

３１番１先から 

江東区富岡一丁目

３１番２先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第４０号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和４年２月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第４５号 

 下記事件につき、令和４年第１回江東区議会定

例会を２月２４日に招集する。 

  令和４年２月１６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 審査請求に関する諮問について 

２ 令和３年度江東区一般会計補正予算（第９

号） 

３ 令和３年度江東区国民健康保険会計補正予算

（第１号） 

４ 令和３年度江東区介護保険会計補正予算（第

１号） 

５ 令和３年度江東区後期高齢者医療会計補正予

算（第１号） 

６ 令和４年度江東区一般会計予算 

７ 令和４年度江東区国民健康保険会計予算 

８ 令和４年度江東区介護保険会計予算 

９ 令和４年度江東区後期高齢者医療会計予算 

１０ 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更

に係る協議について 

１１ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立数矢小学校校舎増築その他改修工事請負

契約） 

１２ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立数矢小学校校舎増築その他電気設備改修

工事請負契約） 

１３ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区立数矢小学校校舎増築その他機械設備改修

工事請負契約） 

１４ 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

１５ 江東区職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例 

１６ 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例 

１７ 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例 

１８ 江東区長及び副区長の給料等に関する条例

の一部を改正する条例 

１９ 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例 

２０ 江東区夢の島総合運動場条例の一部を改正

する条例 

２１ 江東区保育所条例の一部を改正する条例 

２２ 江東区食品衛生検査施設に関する条例の一

部を改正する条例 

２３ 江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例

の一部を改正する条例 

２４ 江東区立都市公園条例の一部を改正する条

例 

２５ 江東区普通河川管理条例の一部を改正する

条例 

２６ 江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する

条例 

２７ 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

２８ 江東区東京オリンピック・パラリンピック

基金条例を廃止する条例 

２９ 江東区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例の一部を改正する条例 

                    

◎江東区告示第４６号 

   都市計画の案について 

東京都市計画地区計画の変更について、東京都

知事から関係図書の写しの縦覧依頼があったので、

次のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、東京都に対して意見書を提出することができ

る。 

  令和４年２月１７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

都市計画の

種類 

東京都市計画地区計画臨海副都心青

海地区地区計画 

都市計画を

定める土地

の区域 

変更する

部分 

江東区青海一丁目、青

海二丁目及び品川区東

八潮各地内 

縦覧場所 

 

 

東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課（東京都庁第二本庁舎１

２階北側）及び江東区役所都市整備
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 部都市計画課（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都都市整備局都市づくり政策

部都市計画課 

                    

◎江東区告示第４７号 

   都市計画の案について 

東京都市計画防災街区整備方針の変更について、

東京都知事から関係図書の写しの縦覧依頼があっ

たので、次のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、東京都に対して意見書を提出することができ

る。 

  令和４年２月１７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

都市計画の

種類 
東京都市計画防災街区整備方針 

都市計画を

定める土地

の区域 

変更する

部分 

千代田区、中央区及び

港区を除く特別区の市

街化区域全域 

縦覧場所 東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課（東京都庁第二本庁舎１

２階北側）及び江東区役所都市整備

部都市計画課（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都都市整備局都市づくり政策

部都市計画課 

                    

◎江東区告示第４８号 

   行旅死亡人について 

下記の者は、令和３年１２月２０日午後２時２

０分、江東区南砂６丁目４－１都営南砂六丁目ア

パート２階踊り場で死亡しているところを発見さ

れました。遺体は身元不明のため火葬に付し、遺

骨は保管してあります。 

心当たりの方は、当区生活支援部保護第一課ま

で申し出てください。 

  令和４年２月１８日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 死亡人  本籍、住所及び氏名不詳、女性 

２ 特 徴  身長１６６センチメートル、年齢

４０歳から５０歳くらい（推定）、

小太り、黒髪 

                    

◎江東区告示第５０号 

 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更につい

て 

 特別区人事及び厚生事務組合規約を次のとおり

変更することについて、令和４年１月２６日付で

東京都知事から特別区人事・厚生事務組合宛てに

許可する旨の通知があったので公表する。 

  令和４年２月２１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

   特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を

変更する規約 

 特別区人事及び厚生事務組合規約（昭和二十六

年八月十日東京都知事許可）の一部を次のように

変更する。 

 第三条第八号中「生活保護法（昭和二十五年法

律第百四十四号）に定める」の次に「救護施施

設、」を加える。 

   附 則 

 この規約は、令和四年四月一日から施行する。 

                    

◎江東区告示第５２号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和４年２月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第５４号 

 下記の許可貸与した自動車臨時運行許可番号標

は、回収不能となったため、これを無効とする。 

  令和４年２月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

足立 ６３‐３１ 江東 

足立 ６４‐２２ 江東 

                    

◎江東区告示第５５号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第
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５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

  令和４年２月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設等の

種類 

ひまわり

キッズガ

ーデン有

明 

江東区有明

１‐４‐１

１ 

令和３年１

１月１日 

一時預か

り事業 

                    

◎江東区告示第５６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和４年２月２５日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整

理

番

号 

路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 江５９８号 

江東区豊洲六丁

目１０５番２先

から 

江東区豊洲六丁

目１０５番１先

まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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（第 889 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 3 月 15日（火曜日） 

 

 

 

24 

                    

◎江東区告示第５７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和４年２月２５日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

整

理

番

号 

路線名 供用開始の区間 備考 

１ 江５９８号 

江東区豊洲六丁目

１０５番２先から 

江東区豊洲六丁目

１０５番１先まで 

次図表示

のとおり 
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◎江東区告示第５８号 

 江東区区有通路管理条例（平成４年３月江東区

条例第１７号）第３条の規定に基づき、区有通路

を下記のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、令和４年２月２５日か

ら２週間、本区土木部において一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年２月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

路

線

名 

起 点 

終 点 

幅員 

（ｍ） 

延長

（ｍ） 

面積

（㎡） 

備

考 

６

２

６

１

号 

江東区豊

洲六丁目 

１０５番

５先から 

江東区豊

洲六丁目 

１０５番

２先まで 

20.00

～ 

40.00 

111.32 
3380.4

4 

立

体

的

区

域

の

指

定

あ

り 
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◎江東区告示第６２号 

介護保険法第１１５条の２５第２項の規定によ

り指定介護予防支援事業者から事業の廃止の届出

があったので、同法第１１５条の３０の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年３月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３００８００１７２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  亀戸長寿サポートセンター 

東京都江東区亀戸一丁目３０番８号１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  日本フォームサービス株式会社 

東京都江東区亀戸四丁目３６番１４号 

代表取締役 齋藤 太誉 

４ 廃止年月日 

令和４年２月２８日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 

                    

◎江東区告示第６３号 

介護保険法第１１５条の２５第２項の規定によ

り指定介護予防支援事業者から事業の廃止の届出

があったので、同法第１１５条の３０の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年３月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３００８００１２３ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  海辺長寿サポートセンター 

東京都江東区海辺１２番１３号小野ビル１

   階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  日本フォームサービス株式会社 

東京都江東区亀戸四丁目３６番１４号 

代表取締役 齋藤 太誉 

４ 廃止年月日 

令和４年２月２８日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 

                    

◎江東区告示第６４号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年３月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６６６１ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ケア２１大島 

東京都江東区大島六丁目９番７号メイゾン

キムラ１０２号室 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ケア２１ 

   大阪府大阪市北区堂島二丁目２番２号 

    代表取締役 依田 雅 

４ 指定年月日 

令和４年３月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第６７号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年３月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６６８７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ＢＰケアプランセンター 

東京都江東区深川一丁目１１番４号吉川第

二ビル４階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

ＢｏｄｙＰｉｏｎｅｅｒ株式会社 

   東京都江東区深川一丁目１１番４号 

    代表取締役 河合 眞哉 

４ 指定年月日 

令和４年３月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第６８号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０第１項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の２８第１項の規定に

基づき事業所を指定したので、下記のとおり公示
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する。 

  令和４年３月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地 

  特定非営利活動法人結ぶ会 

東京都港区南青山七丁目１１番８号 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ＮＰＯ法人結ぶ会 

   東京都江東区豊洲４‐１０‐１‐１２０５ 

３ 指定年月日 

令和４年３月１日 

４ 事業の種類 

特定相談支援事業 

障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

身体障害者 

知的障害者 

障害児 

難病等対象者 

                    

◎江東区告示第７０号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第４号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和４年３月３日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 指定に係る道路の種類 

法第４２条第１項第４号の規定による道路 

２ 指定の年月日 

令和４年３月３日 

３ 指定に係る道路の位置 

江東区富岡一丁目３１番６８、３１番６８先 

４ 指定に係る道路の延長及び幅員 

指定 延長 ６９．６５１ｍ 幅員 ６．０

０ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第４号 

 下記により、令和４年第２回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和４年２月７日 

 江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗 

記 

１ 日時 令和４年２月１０日（木） 

 午前１０時 

２ 場所 江東区文化センター 

３ 議題 

  日程第１ 議案第１号 令和３年度江東区一

般会計補正予算（第

９号） 

  日程第２ 議案第２号 令和４年度江東区一

般会計予算 

  日程第３ 議案第３号 議決を得た契約の契

約変更について（江

東区立数矢小学校校

舎増築その他改修工

事請負契約） 

  日程第４ 議案第４号 議決を得た契約の契

約変更について（江

東区立数矢小学校校

舎増築その他電気設

備改修工事請負契約） 

  日程第５ 議案第５号 議決を得た契約の契

約変更について（江

東区立数矢小学校校

舎増築その他機械設

備改修工事請負契約） 

  日程第６ 議案第６号 江東区立幼稚園教育

職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する

条例の一部を改正す

る条例 

４ 報告事項 

 (1) 江東区中国語等専門員講師派遣事業委託プ

ロポーザルの選定結果について ほか 

５ 協議事項 

 (1) 総合区民センター改修工事に伴う城東図書

館の臨時休館について 

                    

◎江東区教育委員会告示第５号 

 下記により、令和４年第１回江東区教育委員会
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臨時会を招集する。 

  令和４年２月１８日 

 江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和４年２月２２日（火） 

午前１０時 

２ 場所 江東区文化センター 

３ 報告事項 

 (1) 新型コロナウイルス感染症の対応について 

ほか 

４ 協議事項 

 (1) 第三次江東区こども読書活動推進計画の策

定について 

                    

◎江東区教育委員会告示第６号 

 下記により、令和４年第２回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和４年３月１日 

  江東区教育委員会         

教育長  本 多 健一朗    

記 

１ 日時 令和４年３月４日（金） 

 午前９時 

２ 場所 江東区役所 

３ 報告事項 

 (1) 新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第３号 

江東区選挙管理委員会委員長に次の者が就任し

た。 

令和４年２月１８日 

江東区選挙管理委員会 

東京都江東区東砂二丁目１５番８-１０１７号   

小 西 典 子 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり２名を抹消した。 

令和４年３月１日 

江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和４年３月１日 

       江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

         ８，４９１ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数           

１３７，４２４ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７０，７５７ 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３２第８項の規定に基づき、包括外部監査

人から包括外部監査人補助者の解任通知があった。  

ついては、同法第２５２条の３２第９項の規定

に基づき、下記のとおり公表する。 

令和４年２月８日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        佐 藤 信 夫    

同        甚 野 ゆずる    

記 

１ 包括外部監査人補助者を解任された者 

天野  修    千葉県松戸市六実四丁目

８番地の４‐２０５号 

小泉 妙美    東京都江東区東砂七丁目

５番２２‐９０４号 

郷田 尚美    東京都江東区豊洲三丁目

６番５‐４２０３号 

寺澤 智行    東京都江東区豊洲五丁目

６番２９‐６３３号 

寺村  航    東京都港区南青山五丁目

４番６‐４０３号 

幡田 宏樹    東京都江東区東雲一丁目

９番５０‐２９０９号 

濱﨑 俊幸    東京都江東区亀戸五丁目

１７番１１‐７０１号 

２ 解任された日 

令和４年１月３１日 

                    

◎江東区監査委員告示第３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３８第３項の規定に基づき、別添「令和３

年度包括外部監査報告書」のとおり公表する。 

令和４年２月８日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        佐 藤 信 夫    

同        甚 野 ゆずる    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区監査委員告示第４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和３年度第３回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和４年２月１５日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        佐 藤 信 夫    

同        甚 野 ゆずる    

〔別紙〕 
 

令和３年度第３回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

令和元年度、２年度及び３年度における財務

に関する事務の執行状況及び施設の管理状況に

ついて 

なお、豊洲特別出張所については、令和２年

度及び３年度における財務に関する事務の執行

状況及び施設の管理状況について 

 ２ 監査の対象施設 

  (1) 豊洲特別出張所 

  (2) 出張所 

白河、小松橋（区民館を含む）、砂町

（区民館を含む） 

  (3) 福祉会館 

古石場、塩浜、東陽、東砂 

 (4) 保育園 

深川一丁目、古石場、東雲第二、大島第

三、大島第四、小名木川第二、亀高第

二、東砂、東砂第三、南砂第三 

  (5) 児童館 

森下、古石場、塩浜、豊洲、辰巳 

  (6) 江東きっずクラブ・学童クラブ 

きっずクラブ元加賀、きっずクラブ東

川、きっずクラブ越中島、きっずクラブ

塩浜・塩浜学童クラブ、きっずクラブ辰

巳児童館・辰巳学童クラブ 

  (7) 日光高原学園 

 ３ 監査の実施期日 

   令和３年１０月４日から同年１１月３０日

までのうち３２日間 

第２ 監査の手続 

   施設の概要及び歳入歳出予算の執行状況に

ついての資料を求め、監査当日は、関係職員

の説明を聴取しつつ、関係書類及び帳簿との

照査突合を行うとともに、施設の内外につい

ても必要と認める監査を実施した。また、日

光高原学園の現地視察を行った。 

なお、備品管理事務について重点監査項目

として監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、おおむね適正かつ効

率的に執行又は処理がされているものと認め

られ、重点監査項目の備品管理事務について
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も同様であった。ただし、一部施設におい

て、利用者への配慮が求められる事例があっ

たので別項で意見を付す。 

なお、監査の際に散見された誤記その他の

事務上の軽微な誤りについては、関係部署に

対し、口頭で改善を促した。 

第４ 監査委員意見 

施設の安全性や利便性の維持・向上を図る

ことは施設管理者の責務であるが、今回監査

対象とした児童館のうち複数の児童館におい

て、玄関扉における安全対策や、利用者への

配慮が必要な事例が見受けられたため意見を

述べる。 

児童館は、０歳児から高校生世代までだれ

でも自由に利用できる施設であるが、近年は

乳幼児及びその保護者の交流の場としての役

割が大きく、実際の利用者数から見ても乳幼

児と保護者が多くを占めている。 

今回の監査では、こうした実態も踏まえつ

つ施設監査を行ったが、複数の児童館におい

て扉と扉枠の隙間や、両開き式玄関扉の扉同

士の隙間に、手指等を挟み込んでしまうこと

が懸念される構造となっていた。このままで

は、強風などで急に玄関扉が閉まった場合、

幼児等に対する重大な事故を引き起こしかね

ない。安全確保のための対策を早急に講じら

れたい。 

また、近年はベビーカーで来館する保護者

が増加しているが、ベビーカーを操作しなが

ら手で玄関扉を開閉することは容易でなく、

多くの利用者が不便を感じていることも思料

される。区民サービス向上の観点から、自動

扉への改修などを検討されたい。 

児童館に限らず、各施設を所管する部局に

おかれては、当該施設の利用者層の変化など

の実態を踏まえ、現在の設備が適切なものと

なっているか否かを点検のうえ、必要な改善

を図られたい。区の施設が利用者の実態を踏

まえた、より安全・安心なものとなることを

期待する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和４年第 1 回定例会） 

２月２４日から開会した令和４年第１回江東区

議会定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（議員提出） 

  議員提出議案第１号 江東区議会委員会条例

の一部を改正する条例 

  議員提出議案第２号 江東区議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改

正する条例 

（２月２４日可決） 

２ その他の議決事項等 

  令和３年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

  令和４年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（以上２月２４日設置及び選任） 


